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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 空 気 供 給 コ ン プ レ ッ サ と 水 素 供 給 手 段 に よ り 反 応 ガ ス を 供 給 さ れ て 発 電 を 行 う 燃 料 電 池
と 、
　 燃 料 電 池 の 発 電 電 流 で 駆 動 さ れ る 走 行 モ ー タ と 、
　 燃 料 電 池 の 発 電 電 流 で 充 電 さ れ る 蓄 電 手 段 と を 備 え る 燃 料 電 池 車 両 に 適 用 さ れ 、
　 該 車 両 の 状 態 が 所 定 の ア イ ド ル 状 態 と 判 断 さ れ た 時 に 、 コ ン プ レ ッ サ を 停 止 し て 燃 料 電
池 の 発 電 を 停 止 す る ア イ ド ル 停 止 手 段 を 備 え た 燃 料 電 池 車 両 の ア イ ド ル 制 御 装 置 に お い て
、
　 ア イ ド ル 停 止 中 に 蓄 電 手 段 の 残 容 量 が 所 定 値 以 下 に 低 下 し た 時 に は 、 蓄 電 手 段 の 電 力 に
よ り コ ン プ レ ッ サ を 駆 動 し て 燃 料 電 池 を 再 起 動 す る ア イ ド ル 復 帰 手 段 と 、
　 ア イ ド ル 復 帰 手 段 に よ り 再 起 動 し た 燃 料 電 池 を 通 常 時 の 運 転 領 域 よ り も 発 電 効 率 の 良 い
運 転 領 域 で 発 電 さ せ て 、 蓄 電 手 段 を 充 電 さ せ る ア イ ド ル 充 電 手 段 と 、
　 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 燃 料 電 池 車 両 の ア イ ド ル 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】

【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ８
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ８ 】

　 前 記 発 電 効 率 の 良 い 運 転 領 域 と は 、 低 負 荷 領 域 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載
の 燃 料 電 池 車 両 の ア イ ド ル 制 御 装 置 。



　 こ の 発 明 に よ れ ば 、 前 記 ア イ ド ル 停 止 手 段 に よ り ア イ ド ル 状 態 と 判 断 さ れ た 時 に 前 記 燃
料 電 池 の 発 電 を 停 止 す る （ 例 え ば 、 実 施 の 形 態 に お け る ア イ ド ル 停 止 モ ー ド Ｍ ０ ２ ） こ と
で 燃 費 を 向 上 さ せ る こ と が で き る 。 こ の ア イ ド ル 状 態 に お い て は 、 車 両 の 電 気 負 荷 （ 例 え
ば 、 実 施 の 形 態 に お け る 駆 動 用 モ ー タ ５ 、 補 機 １ ０ ） へ の 電 力 供 給 は 蓄 電 手 段 に よ り 行 う
。 そ し て 、 前 記 蓄 電 手 段 の 残 容 量 が 所 定 値 以 下 に 低 下 し た 時 に は 、 前 記 ア イ ド ル 復 帰 手 段
を 用 い て 、 前 記 蓄 電 手 段 の 電 力 に よ り 燃 料 電 池 駆 動 用 補 機 （ 例 え ば 、 実 施 の 形 態 に お け る
エ ア コ ン プ レ ッ サ ８ ） を 駆 動 す る （ 例 え ば 、 実 施 の 形 態 に お け る ア イ ド ル チ ャ ー ジ モ ー ド
Ｍ ０ ３ ） こ と に よ り 、 ス ム ー ス に 燃 料 電 池 を 再 起 動 さ せ る こ と が で き る 。 ま た 、 前 記 ア イ
ド ル 充 電 手 段 に よ り 、 前 記 電 気 負 荷 の 状 態 に 関 わ ら ず 前 記 燃 料 電 池 を 通 常 時 の 運 転 領 域 よ
り も 発 電 効 率 の 良 い 運 転 領 域 で 発 電 さ せ る た め 、 燃 費 を さ ら に 向 上 さ せ る こ と が 可 能 と な
る 。
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請 求 項 ２ に 記 載 し た 発 明 は 、 前 記 発 電 効 率 の 良 い 運 転 領 域 と は 、 低 負 荷 領 域 で あ る こ と
を 特 徴 と す る 燃 料 電 池 車 両 の ア イ ド ル 制 御 装 置 で あ る 。
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